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注：本手引きに記載している内容は、令和６年４月 1 日現在の状況です。 

 

 

 

○児  ‥ 主に児童を対象とする制度です。 

○者  ‥ 主に成人を対象とする制度です。 

○全  ‥ 基本的に全年齢を対象とした制度です。 
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障害者手帳の交付について 

 療育手帳の交付○全  

  療育手帳は、知的障がいのある方々を対象に交付される手帳です。手帳の取得により、

個々の性格や成長に配慮した教育・訓練等を受けたり、生活上の利便性や経済的負担の

軽減を図るため、様々な福祉制度を活用する目安となるものです。 

 

○対 象 者  知的障がい児（者）‥知的障がいがおおむね１８歳未満までに現れた方 

  ○内  容  手帳申請の手続き窓口は本宮市となり、その後、福島県において申請

者のＩＱや日常生活能力等を勘案しながら障がい程度を決定し、作成さ

れます。 

         手帳には、障がいの程度や、次回の判定年月等が記載されます。 

障がい程度 内  容 

Ａ 最重度 ～ 重度の方 

Ｂ 中度 ～ 軽度の方 

  ○申請方法 

対 象 者 

診断書による書類判定を希

望する場合 

（所要期間：約 1～2 ヵ月） 

判定機関において来所相談（判定）を希望

する場合 

（所要期間：約 2～3 ヵ月） 

18 歳未満 

以下の書類等をご準備のうえ、本宮

市窓口で交付申請します。 

①主治医の診断書 

【特別児童扶養手当認定診断書】 

②６ヶ月以内に撮影した顔写真 

（たて：４cm、よこ：３cm） 

③マイナンバーカード 

 

以下の流れで手続きを行います。 

（１）市町村窓口にて児童相談所来所相談日の予約を

行います。 

（２）市町村担当者による事前調査を受けます。 

（３）児童相談所へ出向き（本人及び保護者）、専門技

師・医師による相談判定を受けます。 

（４）判定の結果、療育手帳の交付対象とされた場合

は、顔写真をご準備のうえ、市町村窓口で交付申

請します。 

18 歳以上 

以下の書類等をご準備のうえ、本宮

市窓口で交付申請します。（障害年

金手続きと同時に行う場合） 

①主治医の診断書 

【障害年金請求用診断書】 

②６ヶ月以内に撮影した顔写真 

（たて：４cm、よこ：３cm） 

③マイナンバーカード 

 

以下の流れで手続きを行います。 

（１）市町村窓口にて障がい者総合福祉センター相談

日の予約を行います。 

（２）市町村担当者による事前調査を受けます。 

（３）障がい者総合福祉センターへ出向き（本人及び

保護者）、専門技師・医師による相談判定を受けま

す。 

（４）判定の結果、療育手帳の交付対象とされた場合

は、顔写真をご準備のうえ、市町村窓口で交付申

請します。 
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  ●手続き窓口 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係  ℡44-2114 

 

 

公共料金の割引制度について 

 ＪＲ運賃の割引○全  

  ＪＲ線を利用する際、下記のとおり運賃が割引になります。 

  ○対 象 者  療育手帳を持っている方、及びその介護人（介護人の割引は、第１種

または１２歳未満の手帳所持者の場合のみ） 

  ○内  容  第１種、第２種の区分は手帳に記載されています。 

対  象 割引対象乗車券 割引率 備  考 

第１種障がい者とその介

護者が乗車 

普通乗車券 

回数乗車兼 

普通急行券 

５０％ 

私鉄等他の鉄道会社とまたがる場合を含む。 

ただし、回数乗車券はＪＲ線区間単独の発売

となる。 

第１種障がい者とその介

護者が乗車、または、 

１２歳未満の障がい者と

その介護者が乗車 

定期乗車券 

（小児定期乗車

兼を除く） 

私鉄等他の鉄道会社とまたがる場合を含む。 

小児定期旅客運賃についての割引適用は不

可。 

第１種、第２種障がい者が

単独で乗車する場合 
普通乗車券 ５０％ 

片道１００ｋｍを超える場合に限る。 

（私鉄等他の鉄道会社とまたがる場合を含

む。） 

    ※ＪＲ線と私鉄等他の鉄道会社とまたがる区間は、１枚で発売できる範囲が決められています。 

  ●問い合わせ  ご利用予定のＪＲ各駅 

 

国内航空旅客運賃の割引○全 一部除外あり 

  国内線の航空機を利用する際、下記のとおり運賃が割引になります。 

  ○対 象 者  療育手帳を持っている満１２歳以上の方、及びその介護人 

  ○内  容   

対象者 割引適用者 備  考 

第１種 

第２種 

本人及び介護者 

(航空会社によって異な

る可能性があります) 

割引率は、各航空運送事業者が設定する額・割合に

よります。 

  ○割 引 率  割引率は、各航空運送事業者が設定する額・割合によります。 

  ●問い合わせ 各航空券販売窓口等 
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バス運賃の割引○全  

  民営バスを利用する際、下記のとおり運賃が割引になります。 

  ○内  容 

（福島交通の例） 

対象者 割引適用者 割引率 備考 

第１種 

（Ａ） 
本人及び介護者 

普通運賃５０％ 

（乗降時に手帳を提示） 

※定期券を利用する障がい者につい

ては３０％割引の適用が可能。 第２種 

（B） 

   （本宮市コミュニティバス） 

対象者 割引適用者 運賃 

第１種 

（Ａ） 本人及び介護者 

（介護者お一人のみ） 

１００円 

（乗降時に手帳を提示） 第２種 

（B） 

※割引の基準は、各民営バス事業者により異なる場合がありますので、詳しくは各

民営バス事業者へお問い合わせください。 

  ●問い合わせ 各民営バス事業者 

 

タクシー運賃の割引○全  

タクシー券の交付 

 重度障がい者タクシー利用制度 

  ○内  容  重度障がい者が外出のためタクシーを利用したとき、そのタクシ

ー料金の一部を助成します。 

  ○対 象 者  療育手帳Ａの方 

○交付枚数  １枚５００円の利用券を３０枚（年間） 

         ※タクシー利用１回につき複数枚利用できます。 

 

 重度心身障がい者通院時タクシー利用制度（医療機関への通院専用） 

  ○内  容  重度心身障がい者が疾病・ケガのため通院・入院する場合等、そ

のタクシー料金の一部を助成します。 

  ○対 象 者  療育手帳Ａの方、または、 

           療育手帳Ｂの方で、身体障害者手帳もしくは精神保健福祉手帳を

併せて所持している場合 

○交付枚数  １枚５００円の利用券を１５枚（年間） 

        ※タクシー利用１回につき複数枚利用できます。 
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   ○申請方法  あらかじめ、市窓口に手帳・印かんをご持参のうえ、タクシー券の

交付を受けておく必要があります。 

 

●手続き窓口 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係  ℡44-2114 

 

タクシー運賃の割引○全 （タクシー事業者による任意サービス） 

    療育手帳をお持ちの方が県内のタクシー乗車時に手帳を提示すると、運賃が１割

引になる場合があります。 

    なお、このサービスは、タクシー協会やタクシー事業者ごとに、実施の有無につ

いての取扱いが異なる場合がありますので、詳しくはタクシー乗車時にご確認くだ

さい。 

 

 

有料道路の割引○全  

  有料道路を利用する際、下記のとおり通行料金が割引になります。（事前手続きが必要

です。） 

  ○対 象 者  第１種の記載がある療育手帳を所持する方 

（介護者が運転する場合に限ります。） 

  ○割 引 率  通常料金の半額 

  ○利用方法（手帳所持者ご本人が同乗していない時は利用できません） 

   ・ＥＴＣを使う場合‥市窓口にて所定の手続きを行い、有料道路事業者への登録が

完了した後、ＥＴＣ割引が利用可能となります。 

   ・料金所精算の場合‥料金所において通行料金を精算する際、療育手帳（あらかじ

め市窓口でシール貼付が必要）を提示し、割引後の料金を支払

います。 

  〇手続き方法  市窓口での申請 または オンラインによる申請 

           （ｵﾝﾗｲﾝ申請受付ｻｲﾄ https://www.expressway-discount.jp） 

   

 

 

 

 

 

「重度障がい者タクシー利用制度」に該当する方は、「重度心身障がい者通院時タ

クシー利用制度」と重複してタクシー券の交付を受けることができます。 
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○手続きに必要となるもの 

    ・ＥＴＣを使う場合‥‥療育手帳、利用自動車の車検証（１台に限定）、ＥＴＣカ

ード（療育手帳所持者が成年に到達している場合は、障害者ご

本人名義のＥＴＣカードが必要となります）、ＥＴＣ車載器セ

ットアップ証明書 

    ・料金所精算の場合‥‥療育手帳 

  ●手続き窓口 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係  ℡44-2114 

 

ＮＨＫ受信料免除○全  

 ＮＨＫでは、障がいのある方が属する世帯に対して、放送受信料の減免を行っていま

す。減免は全額免除と半額免除の２種類があります。 

 手帳所持者本人に係る要件 世帯構成員に係る要件 

全額減免 全ての等級が対象 
世帯構成員全員が市民税

非課税であること 

 

 手帳所持者本人に係る要件 世帯構成員に係る要件 

半額減免 重度の知的障がい者 （A） 
障がい者ご自身が世帯主

であること 

  ○手続き方法  あらかじめ市窓口で「免除理由の証明」を受け、証明を受けた申請

書をＮＨＫに提出（郵送）してください。 

  ○証明を受ける際に必要となるもの（申請書は市窓口に備付け） 

    ・療育手帳 ・印かん ・ＮＨＫお客様番号が確認できるもの 

  ●証明窓口 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係  ℡44-2114 

  ●問い合わせ 

    ＮＨＫ視聴者コールセンター ℡0120-151515 

                  ℡0570-077-077 

 

携帯電話料金の割引○全  

  療育手帳等の障害者手帳所持者に対して、携帯電話の障がい者割引が受けられます。 

  ○手続き方法・割引内容・問い合わせ 

   各携帯電話販売店の窓口にてご確認ください。 
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おもいやり駐車場利用制度○全  

 ○内  容  車いす使用者用駐車スペースの利用適正化を図るため、対象者に県が

利用証を発行し、利用者には駐車する際に利用証の掲示を求めるもので

す。 

  ○対象となる手帳の等級 

 療育手帳  A 

  ○申請方法  市窓口に設置してある申請書に必要事項を記載の上、確認書類の 

コピーを添付してください。県より利用証が郵送されます。送料と 

して１４０円切手をご準備下さい。 

  ○確認書類  療育手帳 

※代理人による申請も可能です。代理人の身分証明書もご持参ください。 

   

●申請窓口 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係  ℡44-2114 

  ●問い合わせ 福島県庁 障がい福祉課   ℡024-521-7170 

 

税金の減免について 

自動車税の免除○全  

  重度の療育手帳を所持する方、またはその方と生計を一にする方が所有する自動車に

係る自動車税の減免を受けることができます。 

  ○対 象 者  療育手帳Ａの方 

  ○所有者要件 療育手帳Ａの方、またはその方と生計を一にする方 

  ○運 転 者  療育手帳Ａの方と生計を一にする方 

  ○留意事項  ・減免が受けられる自動車は１台限りです。 

         ・県内ナンバーで個人名義の自家用自動車に限ります。 

  ○申請方法  福島県県税部にて所定の手続きが必要です。 

  ○手続きに必要となるもの 

   （福島県県税部減免申請時） 

     療育手帳、車検証、運転者の免許証、印かん、世帯全員の住民票 

     ※世帯全員の住民票については、生計を一にする方が運転する場合のみ必要。 

  ●手続き窓口 

（福島県県税部） 

    県北地方振興局県税部 福島市杉妻町２－１６ 県庁北庁舎４階  

℡024-521-2702 

    県中地方振興局県税部 郡山市麓山１丁目１－１  

℡024-935-1261 
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軽自動車税の免除○全  ※既に自動車税（県税）の減免を受けている場合を除く。 

  対象者等は自動車税の基準と同じですが、市町村税であるため、申請窓口及び申請時

期は次のとおり設定されています。 

  ○申請時期  毎年４月１日から５月末日まで 

  ○手続きに必要となるもの 

   （本宮市証明交付時） 

療育手帳、車検証、運転者の免許証 

  ●手続き窓口 

    本 宮 市 役 所 財務部 税務課 市民税係 ℡24-5345 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係   ℡44-2114 

 

 

所得税・住民税に関する所得控除○全  

  障がい者が所得税等の納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場

合、次の額の控除が受けられます。 

○対象となる障がいの種類と程度 

区 分 障がい程度 所得税控除額 市県民税控除額 

障害者控除 療育手帳Ｂ ２７万円 ２６万円 

特別障害者

控除 
療育手帳Ａ ４０万円 ３０万円 

同居の特別 

障害者に係 

る扶養控除 

特別障害者控除に該当

する控除対象配偶者や

扶養親族が、納税者と

同居している場合 

特別障害者控除に代え

て７５万円 

特別障害者控除に代え

て５３万円 

   

●問い合わせ 

    本宮市役所 財務部 税務課 市民税係 ℡24-5345 

     

    ※ 勤務先で所得税の年末調整を受けている方は、勤務先の給与担当者へご相談

ください。 
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手当・年金・共済制度について 

特別障害者手当○者  

  ○対 象 者  ２０歳以上で著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活におい

て常時特別の介護を必要とする在宅の障がい者で、本宮市の認定を受け

た方。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○支給制限  次の場合等は手当が受けられません。 

         ・本人及び扶養している方の前年所得が一定額以上である場合 

         ・入所施設を利用している場合 

         ・医療機関に 3 ヵ月以上入院している場合 

  ○手 当 額  月額３０，４５０円 

  ●問い合わせ 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係  ℡44-2114 

 

 

 障害児福祉手当○児  

  ○対 象 者  ２０歳未満（３歳以上）で、日常生活において常時介護を必要とする

重度障がい児。（知的障がいの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概ねの目安） 

主治医による医師意見書の記載事項中、下記事項を概ね満たしているこ

とが要件となります。 

・ ＩＱが概ね２０以下であること。 

・ 「意識障がい」「精神状況」「問題行動及び習癖」「生活特徴」のいず

れかに重要な症状が見られること。 

・ 日常生活上の要注意度が高いこと。 

・ 日常生活能力（食事・衣服着脱・簡単な買物・会話・危険回避等）リ

スクの総合評価が１４点（１６点満点中）以上であること 

（概ねの目安） 

主治医による医師意見書の記載事項中、ＩＱが概ね２０以下であり、かつ、

下記事項のいずれかを満たしていることが要件となります。 

・ 食事、洗面、排泄、衣服、入浴 の全てが半介助以上であること。 

・ 「意識障がい」「精神症状」「問題行動等」「生活特徴」に所見があり、「常 

に厳重な注意を必要とする」と診断されていること。 

・「意識障がい」「精神症状」「問題行動等」「生活特徴」に所見があり、日常生

活能力項目の半数以上が半介助以上であること。 
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  ○支給制限  次の場合等は手当が受けられません。 

         ・扶養している方の前年所得が一定額以上である場合 

         ・入所施設を利用している場合 

  ○手 当 額  月額１６，５６０円 

  ●問い合わせ 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係  ℡44-2114 

 

特別児童扶養手当○児  

  ○対 象 者  ２０歳未満で、身体または精神に中度または重度の障がいを有する児

童を養育する保護者。 

受給の合否については、認定診断書に基づき、福島県が審査を行いま

す。 

  ○支給制限  次の場合等は手当が受けられません。 

         ・扶養している方の前年所得が一定額以上である場合 

         ・入所施設を利用している場合 

  ○手 当 額  １級：月額５８，４５０円、２級：月額３８，９３０円 

  ●問い合わせ 

    え ぽ か 子ども福祉課 子育て支援係 ℡24-5375 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係    ℡44-2114 

障害基礎年金○者  

  ○対 象 者  国民年金加入後の給付等の要件を満たしている被保険者、または２０

歳になる前から障がいのある方で障がいの程度が次の１級、または２級

に該当する方。 

 

 

 

○年 金 額  1 級 

昭和３１年４月２日以後生まれの方 １，０５９，１２５円 

昭和３１年４月１日以前生まれの方 １，０５６，１２５円 

         ２級   

昭和３１年４月２日以後生まれの方 ８４７，３００円 

昭和３１年４月１日以前生まれの方 ８４４，９００円 

         ※子の加算額 

２人まで 1 人につき ２４３，８００円 

３人目以降 1 人につき  ８１，３００円 

  ●問い合わせ 

 本宮市役所 市民部 市民課 国保年金係 ℡24-5342 

（１級）‥国民年金法で定める障がい等級表の１級に該当する場合 

（２級）‥国民年金法で定める障がい等級表の２級に該当する場合 

      【※身体障害者手帳や療育手帳交付の基準とは異なります。】 
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心身障害者扶養共済○全  

  障がいをもつ方の保護者が、毎月一定の掛金を払い込み、保護者が死亡、または著し

い障がい状態となった時に、被扶養者（障がい児者）に毎月共済年金が支給されます。 

  ○対 象 者  知的障がいをもつ方（将来独立自活することが困難であると認められ

る程度）を扶養する保護者で、次の要件に該当する方。 

 

 

 

 

 

  ○掛金月額  加入者（保護者）の加入時年齢により、１口あたり９，３００円～２

３，３００円の設定となっており、２口まで加入することができます。 

掛金額 ～34 歳 ～39 歳 ～44 歳 ～49 歳 ～54 歳 ～59 際 ～64 歳 

１口あたり 9,300 円 11,400 円 14,300 円 17,300 円 18,800 円 20,700 円 23,300 円 

        ※所得により掛金が減額または免除になる場合があります。 

  ○給 付 金  加入者（保護者）が死亡または重度障がいとなった場合、被扶養者に

対して毎月２０，０００円（２口加入は４０，０００円）が支払われま

す。 

  ●手続き窓口 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 

     

 

 特別支援教育就学奨励費支援制度○児  

  支援学校・盲学校・ろう学校、本宮市立小中学校の特別支援学級へ就学しているお子

さんの保護者の経済的負担の軽減を図るための支援制度です。 

  ○対象経費  学用品購入費、修学旅行費 等 

  ●問い合わせ 

 本宮市役所 幼保学校課 学校教育係 ℡24-5445 

・ 年齢が６５歳未満であること。 

・ 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態で 

あること。 

・ 障がいのある方１人に対して、加入できる保護者は１人であること。 
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医療制度について 

自立支援医療（精神通院医療）○全  

  精神に係る疾患（てんかん等を含む。）をお持ちで指定医療機関に通院されている場合

は、医療費の公費負担を受けることができます。 

  ○対 象 者  指定医療機関に精神通院されている方 

（障害者手帳所持の有無は問いません。） 

  ○公費負担  医療費の一部に公費負担が適用されますので、最終的な自己負担額は

１割となります。 

  ○申請方法  次の①～③に該当する書類等をご準備いただき、認定手続きを行いま

す。 

         ① 指定医療機関の医師意見書 

         ② 保険証（同一世帯で同じ保険に属する方がいる場合は、その全員

分の保険証） 

         ③ 障害年金を受給されている方は、「年金振込通知書」または「年金

証書」 【※該当者のみ】 

  ○そ の 他  ・ 更新手続きの場合は、上記の書類等に加えて、現在お使いの「自

立支援医療受給者証」が必要となります。 

         ・ 申請から受給者証交付まで約１ヶ月かかります。 

  ●手続き窓口 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係  ℡44-2114 

 

重度心身障がい者医療費助成制度○全 一部除外あり 

  重度の障がいを有する方に対して、医療費（健康保険適用の医療行為に限る。なお、

入院時の食事療養費は対象外。）の自己負担分を助成します。（ただし、既にこども医療

の医療費助成制度の適用を受けている場合は、そちらの制度利用が優先されます。） 

  ○対 象 者  療育手帳Ａの方。 

療育手帳Ｂの方の場合は、身体障害者手帳または精神保健福祉手帳を

併せ持つことが要件となります。 

  ○申請方法  次の①～③に該当する書類等をご準備いただき、登録手続きを行いま

す。 

         ① 健康保険証 

         ② 療育手帳（他の障害者手帳がある場合は併せて持参） 

         ③ 本人の口座番号が確認できるもの 

（児童の場合は保護者名義でも可。） 
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 ○そ の 他  次に該当する方は医療費の助成ができない場合があります。 

         ・確定申告がなされていない方（年金・給与所得者を除く） 

         ・無保険の方 

  ●手続き窓口 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係  ℡44-2114 

 

 

相談支援について 
 発育に不安のある方、障がいをもつ方、その保護者・介護者などからの相談に応じ、

相談者がより豊かな社会生活を営むことができるよう、専門性の高い情報提供やサービ

ス活用のための援助等を行います。 

 

市の保健師○全  

  市民の健康・医療に関する相談支援等を行います。特に、お子さんの成長過程におい

て最も重要な時期にあたる出産時～幼児期については、母子共に包括的な支援を行いま

す。 

  ●手続き窓口 

    え ぽ か 保健課 健康増進係 ℡24-5112 

               母子保健係 ℡24-5152 

 

家庭児童相談員○児  

  主に就学前から学齢期までのお子さんとそのご家庭に対して、相談支援を行うととも

に、必要に応じて関係機関（教育・保健・福祉等）との連絡調整を行います。 

  ・ お子さんの発育上の不安・心配事に関するご相談 

  ・ お子さんを養育するご家庭の不安・心配事に関するご相談 

  ・ お子さんの能力・個性に配慮した就園・就学等のアドバイスと関係教育機 

関との調整 等 

  ●問い合わせ 

    え ぽ か 子ども福祉課  ℡24-5376 

担当：家庭児童相談員 吉田 

 

 

 

 

  

 



 - 15 -

障がい者相談支援事業所 なないろ○全  

  障がいをもつ方やその家族を対象に、相談支援を行います。行政機関をはじめ、幼稚

園・保育所・学校・サービス事業所・就労支援機関等と連携し、相談者のライフステー

ジに即した専門性の高い相談支援を提供します。 

  ・ 福祉サービスの利用援助に関する支援 

  ・ 社会資源を活用するための支援に関する支援 

  ・ 社会生活力を高めるための支援に関する支援 等 

  ●問い合わせ  本宮市白岩字堤崎４９４-２２（本宮市社会福祉協議会内） 

          障がい者相談支援事業所 なないろ ℡２４－７８２５ 

 

福島県発達障がい者支援センター○全  

  次の発達障がいをもつ方（可能性のある方）やそのご家族、日常の支援に携わる方々

に対して、総合的な支援を行います。 

  ○発達障がいの種類 

 
広汎性発達障がい 

自閉症をはじめ、自閉症に類似した特長をもつ障がいの総称。（自閉症の

特徴が軽度から重度まで様々であり、連続して存在するもの。） 

 

自閉症 

「対人関係の障がい」「コミュニケーションの障がい」「興味・活動の偏り

（こだわり）」の３つの特徴が３歳くらいまでに発現すること。知的な遅

れが伴わない場合は「高機能自閉症」と呼ばれる。 

 
アスペルガー症候群 

自閉症の一つのタイプ。自閉症と同様の症状が見られるが、知的な遅れや

言葉の発達の遅れが伴わないもの。 

学習障がい 

全般的に知的な遅れはないが、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」

「推論する」能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す

様々な状態をさすもの。 

注意欠如・多動症 「多動性」「注意性」「衝動性」の３つの症状を特徴とする症候群 

  ●問い合わせ 

    郡山市富田町字上の台４－１（福島県総合療育センター南棟２階） 

    福島県発達障がい者支援センター ℡024-951-0352 
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障害者総合支援法に基づく福祉サービスについて○全  
 

  障がいをもつ方が、地域でサポートを受けながら暮らしやすい生活を送るため、本宮

市では専門事業所によるサービス利用の公費負担を行っています。 

  例えば、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等のご希望やお悩みに対して、地域の専門事業所による各種サービスの提供にて日常

生活をバックアップします。 

  なお、障害者総合支援法に基づくサービスの利用手続きにあたっては、福島県が窓口

になるものと本宮市が窓口になるものがあります。 

 

 ・福島県が窓口となるサービス 

   １８歳未満の児童が利用する入所施設 

    ‥ 詳しくは福島県または本宮市窓口へお問い合わせください。 

   ●お問い合せ 

     え ぽ か 子ども福祉課 子育て支援係 ℡24-5375 

     福島県県北保健福祉事務所 児童家庭支援チーム ℡024-534-4155 

 

 ・本宮市が窓口となるサービス 

    上記以外のサービス 

 ‥ 次ページ以降をご覧ください。 

 

【お子さんの場合】 

 ・ お子さんが就学する前に専門的な療育を受けさせてあげたい。 

 ・ お子さんが支援学校等に通っているが、放課後や長期休業時に面倒を見ら 

  れる家族がいない。 

【大人の方の場合】 

 ・ 日常的な生活介護を必要とする方。 

 ・ 自立生活、社会生活への参画に向けた訓練等が必要な方。 

 ・ 収入を得るため一般就労を目指したいが、事前に一定の技能習得や社会参 

加能力を高めたい方。また、就職活動の支援が必要な方。 

 ・ 実際に家族から独立して自活生活を送りたいが、生活の一部に助言や介助 

が必要な方。 

【介護者の場合】 

 ・ 障がいのあるご家族の介護のため、なかなか外出や社会参加ができない。 

 ・ 介護する方が入院や宿泊を伴う外出の機会が生じた。 

 ・ 介護する方が高齢、女性等であるため、入浴等の介助には不安がある。 
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サービスを利用するためには（本宮市が窓口となるサービスの場合） 

  下記に掲げるサービスを利用するためには、申請手続きを行い、障がいの程度や家庭

の事情等を勘案したうえで利用決定を行います。 

  なお、利用にあたっては、１割の利用者負担額（ただし、所得に応じて１ヶ月あたり

の負担上限額の設定あり。）が伴います。 

 

  ○対 象 者  障がいのある方や早期療育が必要な児童 等 

  ○利用手続き 

  【１８歳未満の児童】 

   ① 申  請      市の窓口で所定の手続きを行います。 

   ② 認定調査      概況調査（調査員がご自宅等へ訪問します） 

   ③ 利用意向確認    調査結果に基づき、利用したいサービスの意向を 

確認します。 

   ④ サービス等利用計画の作成  相談センターによるサービス等利用計画を作成します。 

   ⑤ 給付決定      受給者証を交付します。 

   ⑥ 契約・利用開始   利用者とサービス提供事業所が契約を交わし、利 

用開始へ。 

   ⑦ モニタリング調査  一定期間ごとにモニタリングを行いサービスの見直しを 

               行います。 

 

  【１８歳以上の成人等】介護給付サービスの場合 

① 申  請      市の窓口で所定の手続きを行います。 

   ② 認定調査      80 項目調査及び概況調査 

（調査員がご自宅等へ訪問します） 

   ③ 医師意見書作成   主治医による意見書（診断書）の作成 

   ④ 障害支援区分判定  ②③に基づき、あだち地方障がい者介護給付費等の支給

に関する審査会にて区分判定。（非該当、区分１～区分６） 

   ⑤ サービス等利用計画の作成  相談センターによるサービス等利用計画を作成します。 

   ⑥ 利用意向確認    ④の結果に基づき、利用したいサービスの意向を 

確認します。 

   ⑦ 給付決定      受給者証を交付します。 

   ⑧ 契約・利用開始   利用者とサービス提供事業所が契約を交わし、利 

用開始へ 

   ⑨ モニタリング調査  一定期間ごとにモニタリングを行いサービスの見直しを 

               行います。 

 

  ●手続き窓口 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 
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サービスの種類（本宮市が窓口となるサービスの場合） 

 【介護給付サービス】 
 

○訪問系サービス 

サービス名 内   容 障がい程度 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

ホームヘルプサービスと呼ばれているサービ

スで、居宅において入浴・排泄・食事等の介護

を提供。 

区分１以上 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする

障がい者に対して入浴・排泄・食事・外出時の

支援等の介護を提供。 

区分４以上 

別に定めあり 

行動援護 

知的・精神の障がいにより行動上著しく困難で

あって常時介護を必要とする障がい者に対し

て、行動する際に生じる危険を回避するための

支援や介護を提供。 

別に定めあり 

重度障害者等包括支援 

常時介護を必要とする障がい者に対して、介護

の必要度が著しく高い場合に、居宅介護等を包

括的に提供。 

区分６ 

別に定めあり 

 

○障害児通所支援 

サービス名 内   容 障がい程度 

児童発達支援 

療育が必要な児童に対して、日常生活における

基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を

提供する。 

別に定めあり 

放課後等デイサービス 

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み

等の長期休暇において、生活能力向上のための

訓練等を継続的に提供する。放課後等の居場所

づくりを推進する。 

別に定めあり 

 

○短期入所 

サービス名 内   容 障がい程度 

短期入所 

家庭で介護を行う人が病気等で介護ができな

い場合に、入所施設等に短期間宿泊し、介護を

提供する。 

区分１以上 

 

○通所系サービス（通所施設） 

サービス名 内   容 障がい程度 

生活介護（通所） 

常時介護を必要とする方が、主に日中に障がい

者施設で入浴・排泄・食事の介護、創作的活動

又は生産的活動の機会等を提供する。 

（※従来の通所更生施設のイメージ） 

区分３以上 

（５０歳以上は区分２以上） 
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○入所系サービス（入所施設） 

サービス名 内   容 障がい程度 

療養介護 

医療を必要とする障がい者で、常時介護を必要

とする場合に、医療系施設において機能訓練、

療養上の管理、監護、医学的管理の下での介護

等を提供する。 

（※従来の国立療養所、重度心身障がい者施設

等のイメージ） 

区分５以上 

別に定めあり 

生活介護（入所） 

常時介護を必要とする方が、主に日中に障がい

者施設で入浴・排泄・食事の介護、創作的活動

又は生産的活動の機会等を提供する。夜間は一

般介護。 

（※従来の更生施設、療護施設のイメージ） 

区分４以上 

（５０歳以上は区分３以上） 

就労移行支援（入所） 

（※介護＋訓練） 

就労を希望する障がい者に対して、一定期間、

生産活動等の機会を提供することによって、就

労に必要な知識や能力向上を図る訓練を行う。

（利用期間に定めあり）夜間は一般介護。 

別に定めあり 

就労継続支援（入所）

（※介護＋訓練） 

通常の事業所に雇用されることが困難な障が

い者にとって、その知識や能力の向上を図る訓

練等を行う。（利用期間に定めなし）夜間は一

般介護。 

（※従来の授産施設のイメージ） 

別に定めあり 

 

【訓練等給付サービス】 
 

○住まいの場（地域で共同生活） 

サービス名 内   容 障がい程度 

共同生活援助 

（グループホーム） 

地域において共同生活を営むのに支障のない

（軽度の）障がい者に対して、住まいの場を提

供し、世話人による一時的な支援を行う。 

区分の定めなし 

（他に日中活動す

る場のある方） 

 

○通所系サービス（通所施設） 

サービス名 内   容 障がい程度 

自立訓練 

軽度の障がい者に対して、自立した日常生活ま

たは社会生活が営むことができるように、一定

期間、身体機能や生活能力の向上のための訓練

を提供する。（利用期間に制限あり） 

区分の定めなし 

就労移行支援（通所） 

就労を希望する障がい者に対して、一定期間、

生産活動等の機会を提供することによって、就

労に必要な知識や能力向上を図る訓練を行う。

（利用期間に制限あり） 

区分の定めなし 

就労継続支援（通所） 

通常の事業所に雇用されることが困難な障が

い者にとって、その知識や能力の向上を図る訓

練等を行う。（利用期間に制限なし） 

（※従来の授産施設、小規模作業所のイメージ） 

区分の定めなし 
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【地域生活支援事業】 
サービス名 内   容 障がい程度 

移動支援 

介助が必要な障がい児者が社会参加や余暇活

動等を目的とした外出をする際に、ガイドヘル

パーの派遣を行なう。 

別に定めあり 

日中一時支援 

日中において、家庭で介護を行う人が介護がで

きない状態にあるときに、通所施設等にて一時

預かりサービスを提供する。 

別に定めあり 

 

 

 日常生活用具の購入に係る助成○全 一部除外あり 
  障がいをもつ方の日常生活を容易にするため、障がいの種類・程度に応じて次の自立

生活支援品目の購入に係る助成を行います。 

  ○助成品目 

種   目 対 象 者 基 準 額 

介護・訓練支

援用具 

特殊マット 下肢又は体幹機能障がい単独1級以上又は療育手

帳Aの常時介護を要する者であり、原則として3歳

以上の者。又は、難病患者等で寝たきりの状態にあ

る者。 

１９，６００円

自立生活支

援用具 

頭部保護帽 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい、

療育手帳A所持者又は精神障がい者でてんかんの

発作等により頻繁に転倒する者 

３６，７５０円

特殊便器 上肢障がいが単独2級以上の者、又は療育手帳A所

持者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な

者で、原則として学齢以上の年齢の者。又は、難病

患者等で上肢機能に障がいのある者。 

１５１，２００円

火災警報器(世帯

あたり2台限度) 

障がい等級2級以上又は療育手帳Aの者若しくは精

神障がい者(火災発生の感知及び避難が著しく困難

な障がい者のみの世帯、又はこれに準じる世帯に限

る) 

１５，５００円

自動消火器 障がい等級2級以上の者、療育手帳Aの者、精神障

がい者又は難病患者等の者(火災発生の感知及び避

難が著しく困難な障がい者のみの世帯、又は難病患

者等のみの世帯及びこれに準じる世帯に限る) 

２８，７００円

電磁調理器 視覚障がいが単独2級以上の者又は療育手帳Aの者

若しくは精神障がい者であり、原則として18歳以

上の者(障がい者のみの世帯及びこれに準じる世帯

に限る) 

４１，０００円

 

  ○給 付 額  日常生活用具購入代金の９割。ただし、上記の基準額を超える用具を

購入する場合、超過した金額については自己負担となります。 
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  ＊障がい者本人または配偶者（児童の場合は保護者が属する世帯員全部）に課税者が

おり所得割額が４６万円以上の場合は支給対象外となります。 

  ●手続き窓口 

    え ぽ か 社会福祉課 社会福祉係 ℡24-5371 

    市民部白沢総合支所 窓口サービス係  ℡44-2114 

 

就労支援について 
 

 ハローワーク（公共職業安定所）○全 一部除外あり 

  障がいをもつ方々の相談に応じて、職業の紹介や事業所との連絡調整を行います。 

  また、障がい者雇用に関する各種制度のご案内を行います。 

  ●問い合わせ  ハローワーク二本松 

二本松市若宮２丁目１６２－５ ℡23-0343 

 

 

障がい者就業（生活）サポートセンター○全 一部除外あり 

  ○内  容  国、県の委託を受け、就労を希望する障がい者の相談に応じ、就労実

現へ向けた各種支援策をコーディネートします。 

        ・ 就職や就業に関する相談・情報提供 

        ・ 就職までの助言・支援 

        ・ 職業能力向上のための訓練 

        ・ 職場実習の実施 

        ・ 就職活動上の助言・求人情報の提供 

        ・ 就業後の定着に関する助言・支援 

  ●問い合わせ 

  【県北】県北障害者就業・生活支援センター 

       福島市八木田字並柳２０－５       ℡024-529-6800 

  【県中】県中障害者就業・生活支援センター 

       郡山市小原田２－４－７         ℡024-941-0570 
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福島障害者職業センター○全 一部除外あり 

○内  容  高齢・障害者雇用支援機構による就労支援機関です。障がい者を雇

用する事業主の方やハローワークと密接に連携し、就職や雇用管理の

ためのサービス提供を行います。 

【ジョブコーチ支援事業】 

「仕事の段取りがよくわからない」「職場の人とうまくいかない」という方

を対象に、スタッフが直接事業所に出向き、障がい者の方が作業や職場にう

まく適応できるように、障がい者の方と事業所の社員の方をつなげるための

支援を行います。 

【リワーク支援】 

精神疾患により休職している方やその方の復職を考えている事業所に対

して、主治医との連携の下、円滑に復帰ができるよう、支援を行います。 

【職業準備支援】 

「働きたい、でもどうしたらいいの？」と就職を目指す障がい者の方を対象

に、一定期間センターに通い、模擬工場『福島ワークトレーニング社』にお

ける作業体験を通して働くための準備を行います。 

  ●問い合わせ  福島障害者職業センター 

 福島市三河北町 7-14 ℡024-52６-１００５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 23 -

支援機関一覧 

本宮市の機関 

【えぽか（本宮市役所）】 

機関名 所在地 電話番号 備考 

社会福祉課  社会福祉係 本宮字 千代田 60-1 24-5371 障がい者福祉 

保  健  課  健康増進係 〃 24-5112 健康 

保 健 課  母子保健係 

（こども家庭センターあゆみ） 

〃 24-5152 母子 

子ども福祉課 子育て支援係 

（こども家庭センターあゆみ） 

〃 24-5375 児童福祉 

子ども福祉課 子育て支援係  

（こども家庭センターあゆみ） 

家庭児童相談員 

〃 24-5376 児童福祉 

  

 

 

 

【本宮市役所】 

幼保学校課  幼保教育係 本宮字万世 212 24-5446 幼児教育 

  〃    学校教育係 〃 24-5445 学校教育 

市  民  課  国保年金係 〃 24-5342 障害年金 

税  務  課  市民税係 〃 24-5345 税の控除・減免 

【白沢総合支所】 

機関名 所在地 電話番号 備考 

窓口サービス係 白岩字堤崎 494-22 44-2114 児童・障がい者福祉・税

の控除・減免 
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福島県の機関 

機関名 所在地 電話番号 備考 

県北保健福祉事務所 

児童家庭支援チーム 
福島市御山町 8-30 024-534-4118 児童施設入所 

中央児童相談所 福島市森合町 10-9 024-534-5101 
療育手帳・児童施設

入所判定 

障がい者総合福祉センター 福島市杉妻町２番１６号 024-521-2823 身体手帳判定 

総合療育センター 郡山市富田字上の台 4-1 024-951-0250 肢体不自由児施設 

発達障がい者支援センター 郡山市富田字上の台 4-1 024-951-0352 発達障がい支援 

あぶくま支援学校 
郡山市中田町赤沼字 

杉並 139 番地 
024-956-1901 支援学校（知的） 

郡山支援学校 郡山市富田町上の台 1 024-951-0247 支援学校（肢体） 

たむら支援学校（小・中学部） 

       （高等部） 

田村市船引町春山字道野原 51 

田村市船引町船引字石崎 15-3 

0247-82-4114 

0247-82-4627 

支援学校（知的） 

あだち支援学校（小・中学部） 

        

 

 

（高等部） 

二本松市安達ケ原 1 丁目

55-1（※7 月末までたむ

ら支援学校内） 

 

本宮市高木字井戸上 45 

 

 

 

 

0243-24-8960 

支援学校（知的） 

県北地方振興局県税部 
福島市杉妻町 2-16 

県庁北庁舎 4 階 
024-521-2702 自動車税減免 

県中地方振興局県税部 郡山市麓山 1 丁目 1-1 024-935-1261 自動車税減免 

国の機関 

機関名 所在地 電話番号 備考 

ハローワーク二本松 
二本松市若宮２丁目１６

２－５ 
23-0343 障がい者雇用 

その他の機関 

機関名 所在地 電話番号 備考 

障がい者相談支援事業所 

なないろ 

白岩字堤崎 494-22 

（本宮市社協内） 
24-7780 

本宮市委託 

相談支援 

県北障害者就業・生活支援セ

ンター 

福島市八木田字並柳２０

－５ 
024-529-6800 就労・生活支援 

県中障害者就業・生活支援セ

ンター 

郡山市小原田２－4－7 
024-941-0570 就労・生活支援 

福島障害者職業センター 福島市三河北町 7-14 024-526-1005 就労支援 
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本宮市内のサービス事業所 
事業所又は法人名 提供サービス 電話番号 

すばる 

（本宮字舞台） 
生活介護、移動支援、日中一時支援 ３３－１４４７ 

スケッチブック 

（仁井田字吹上） 

生活介護、日中一時支援、共同生活援助（グ

ループホーム） 
３３－１５１２ 

多機能支援センター 

ビーボ（和田字戸ノ内） 
生活介護、日中一時支援 ６４－２１５１ 

本宮市社会福祉協議

会（白岩字堤崎） 
居宅介護、移動支援 ２４－７７８６ 

グループホーム 

まゆみ（本宮字葭ヶ入） 
共同生活援助（グループホーム） ３３－２５８８ 

グループホーム 

カサーレ（和田字戸ノ内） 
共同生活援助（グループホーム） 024-973-8515 

グループホーム 

サンハイツ葭ヶ入Ⅱ 

（本宮字葭ヶ入） 

共同生活援助（グループホーム） ３３－１４４７ 

あかとんぼ 

（荒井字関畑） 
短期入所 ２４－７８７０ 

てんとうむし 

（仁井田字桝形） 
短期入所 ２４－７８７０ 

福島ケアサービス本

宮店（本宮字南ノ内） 
就労継続支援（A 型） ２４－７３０７ 

チョコ丘のうえ 

（青田字一本杉） 
就労継続支援（B 型） ２４－６８４５ 

さくら 

（白岩字塩ノ崎）  
就労継続支援（B 型） ２４－７７２３ 

ぷらっとわ～く 

（本宮字中條） 
就労継続支援（B 型） ２４－５９４３ 

オハナ・おうえん 

じゃー ハナイ 

（青田字三ツ池） 

児童発達支援、放課後等デイサービス、 

日中一時支援 
２４－８１７５ 

オハナ・おうえん 

じゃー リノ 

（本宮字千代田） 

放課後等デイサービス ２４－８１６１ 

ぴーす 

（高木字猫田） 
放課後等デイサービス、日中一時支援 ２４－６６９０ 

発達支援センターま

すと（本宮字白川） 
児童発達支援、放課後等デイサービス ２４－９９３７ 

わくわく子供ひろば

本宮（本宮字兼谷平） 
児童発達支援、放課後等デイサービス ２４－７４３７ 

わくわく子供ひろば

舘町（本宮字舘町） 
児童発達支援、放課後等デイサービス ２４－８０７０ 

ほーかごひろば安達

太良（糠沢字礼堂） 
放課後等デイサービス ２４－７０２４ 

障がい者相談支援事

業所なないろ 

（白岩字提崎） 

計画相談 ２４－７８２５ 

 

    ※ 市外に所在する事業所の活用も可能です。 


